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議案第１号 

君津市ひとり親家庭等の医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定

について

 君津市ひとり親家庭等の医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定するものとする。 

平成３０年１１月９日提出 

                           君津市長 石 井 宏 子 

提案理由 

 千葉県ひとり親家庭等医療費等助成事業実施要領の一部改正に伴い、受給資格者等の所

得について、前々年の所得を確認する申請月を変更するため、君津市ひとり親家庭等の医

療費等の助成に関する条例（平成８年君津市条例第２１号）の一部を改正しようとするも

のである。 
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君津市条例第  号  

君津市ひとり親家庭等の医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例 

君津市ひとり親家庭等の医療費等の助成に関する条例（平成８年君津市条例第２１号）

の一部を次のように改正する。

第４条第１項第１号中「６月」を「９月」に改める。

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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君津市ひとり親家庭等の医療費等の助成に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（支給の制限） （支給の制限） 

第４条 医療費等助成金は、受給資格者等の所得が次の各号のいずれ

かに該当するとき（規則で定める場合を除く。）は、支給しない。 

第４条 医療費等助成金は、受給資格者等の所得が次の各号のいずれ

かに該当するとき（規則で定める場合を除く。）は、支給しない。 

(1) ひとり親家庭の父母等（第２条第３項各号に該当しない養育者

を含む。次号において同じ。）の前年の所得（１月から９月まで

に申請する受給資格者については、前々年の所得。以下同じ。）

が規則で定める額以上であるとき。 

(1) ひとり親家庭の父母等（第２条第３項各号に該当しない養育者

を含む。次号において同じ。）の前年の所得（１月から６月まで

に申請する受給資格者については、前々年の所得。以下同じ。）

が規則で定める額以上であるとき。 

(2) 省略 (2) 省略 

２ 省略 ２ 省略 


